
 
 

☆
今
、
思
想
と
信
教
の
自
由
を
守
る
た
め
に
！ 

 
 

「
天
皇
の
代
替
わ
り
」
と
「
二
月
一
一
日
」 

 

◆
昨
年
、
即
位
の
礼
・
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
、
天
皇
の
代
替
わ
り
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
私 

 
 

た
ち
の
国
の
大
き
な
問
題
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
政
府
が
即
位
の
礼
を
国
事
行
為
と
し 

 

て
、
大
嘗
祭
を
公
費
に
よ
っ
て
行
っ
た
こ
と
に
言
い
表
さ
れ
ま
す
。
そ
う
し
て
政
府
は
神
道
と
い
う

 
 

特
定
の
宗
教
に
特
権
を
与
え
、
天
皇
の
神
格
化
を
国
が
認
め
る
、
と
い
う
事
を
明
ら
か
に
し
た
、
と

 

い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
こ
の
現
状
の
中
で
、
最
初
の
「
二
月
一
一
日
」
を
迎
え
ま
す
。 

 ◆
二
月
一
一
日
は
「
建
国
記
念
の
日
」
と
政
府
は
定
め
て
い
ま
す
。
こ
の
日
は
か
つ
て
、
神
話
に
基

 

づ
い
て
、
最
初
の
天
皇
の
神
武
天
皇
が
即
位
を
し
た
「
紀
元
節
」
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
政
府
は

 

敗
戦
後
、
こ
の
日
を
「
建
国
記
念
の
日
」
と
し
、
「
日
本
の
建
国
は
天
皇
の
即
位
の
日
。
天
皇
の

 

日
本
支
配
が
確
立
し
た
日
だ
」
と
い
う
神
話
を
国
民
に
思
い
起
こ
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
す
。 

 
 

「
天
皇
の
代
替
わ
り
」
に
お
い
て
、
国
は
天
皇
の
神
格
化
を
認
め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し

 

た
。
そ
し
て
多
く
の
国
民
は
「
祝
賀
」
と
し
て
、
そ
れ
を
問
題
視
せ
ず
、
過
ご
し
ま
し
た
。
そ
の

 

中
で
迎
え
る
「
二
月
一
一
日
」
。
私
た
ち
は
こ
の
日
も
問
題
な
く
過
ご
す
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

日
本
国
憲
法
に
保
障
さ
れ
た
「
思
想
と
信
教
の
自
由
」 

◆
私
た
ち
の
日
本
国
憲
法
に
こ
う
あ
り
ま
す
。
「
思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら

 

な
い
」
（
第
一
九
条
）
。
「
信
仰
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。
如
何
な
る
宗

 

教
団
体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
」
（
第
二
〇 

 

条
）
。
思
想
と
信
教
の
自
由
の
保
障
で
す
。
政
府
は
こ
の
憲
法
に
規
制
さ
れ
て
存
在
し
ま
す
。
で

 

す
か
ら
天
皇
を
神
格
化
す
る
こ
と
を
、
国
が
認
め
る
か
の
よ
う
に
政
治
を
果
た
す
こ
と
は
許
さ
れ

 

な
い
の
で
す
。
日
本
と
い
う
国
は
、
国
と
し
て
、
特
定
の
宗
教
に
特
権
を
与
え
る
こ
と
は
無
い
。

 

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
誰
も
が
、
自
由
に
も
の
を
考
え
、
自
由
に
信
仰
を
持
つ
こ
と
が
出

 

来
る
こ
と
を
保
障
し
て
い
ま
す
。 

 

◆
日
本
は
か
つ
て
、
天
皇
を
神
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
権
力
を
利
用
す
る
政
府
の
暴
走
を
止
め
る
こ

 

と
が
出
来
ず
、
愚
か
な
戦
争
に
突
き
進
み
ま
し
た
。
幾
百
万
の
命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
そ

 

の
悲
惨
な
経
験
に
よ
っ
て
、
日
本
は
日
本
国
憲
法
を
得
て
、
思
想
と
信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
、

 

国
が
強
制
す
る
考
え
か
ら
自
由
に
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
誰
か
ら
も
強
制
さ
れ
ず
、
考
え
、
信

 

じ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
、
自
由
を
知
っ
た
の
で
す
。 

 
 

こ
こ
に
至
る
に
は
、
戦
争
の
悲
惨
な
経
験
も
含
め
、
「
自
由
獲
得
」
の
努
力
と
戦
い
が
必
要
で

 

し
た
。
憲
法
は
第
九
七
条
で
言
い
ま
す
。
「
こ
の
憲
法
が
日
本
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、

 

人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
」
で
あ
る
と
。
戦
争
の
犠
牲
を
無
に
し
な
い
で
、

 

思
想
と
信
教
の
自
由
を
守
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
お
続
く
、
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た 

努

 

力
と
戦
い
が
目
指
す
所
で
す
。
自
由
を
生
き
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
学
び
続
け
、
戦
い
続
け
ま 

 

す
。
そ
し
て
こ
の
憲
法
の
心
を
、
将
来
に
引
き
継
ぎ
ま
す
。
そ
の
た
め
の
努
力
こ
そ
が
、
憲
法
に 

 

よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
私
た
ち
の｢

自
由｣

の
、
真
実
の
用
い
方
だ
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。 

      
 
 

 
 

☆
２
・
１
１ 

思
想
と
信
教
の
自
由
を
守
る
静
岡
県
西
部
集
会
の
お
し
ら
せ 

 
 
 
 

日
時
・
場
所 

二
月
一
一
日
（
火
・
休
）
午
後
二
時
よ
り
、
浜
松
市
地
域
情
報
セ
ン
タ
ー
（
中
区
） 

 
 
 
 

講
演
演
題 

 
 
 

「
信
教
の
自
由
の
現
在
」―

―

教
会
の
一
牧
師
と
し
て
今
考
え
て
い
る
こ
と―

―
 

 
 
 
 

講
師 

 
 

 
 

 

佐
藤
司
郎
氏
（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
仙
台
北
三
番
丁
教
会
牧
師
、
東
北
学
院
大
学
名
誉
教
授
） 

二
〇
二
〇
年
二
月
九
日
（
日
）
護
憲
平
和
行
進
（
通
算
六
三
六
回
目
） 

 
 
 

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会 

事
務
局 

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一―

一
五 

 
 

★
月
例
護
憲
平
和
行
進 

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合 

 

◆ 私たちの自由のため、日本国憲法を守ろう！ 

◆  ◆  

 浜松市憲法を守る会のホームページは http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/→ 護憲浜松  で検索  



                     
 

日
本
国
憲
法 

 
 

 

第
九
条 

 
  

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争

 

と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ 

 
 

れ
を
放
棄
す
る
。 

 
 
 

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権

 

は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。 

  

第
一
九
条 

 
 

思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
二
〇
条 

 
 

信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受 

 
 

け
、
又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。 

 
 

国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

第
九
十
七
条 

 
 

こ
の
憲
法
が
日
本
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の

 

成
果
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
錬
に
堪
へ
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
対
し
、

 

侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
信
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 


